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第１章 はじめに 

第１節 検討の経緯 

我が国は、少子高齢化の進展、景気の長期低迷による経済的地位の低下 1、自

然災害リスクに加え、厳しさを増す安全保障環境など、様々な課題を抱えている。

情報通信インフラは、コロナ禍を契機とした需要の高まりや AI・ロボット市場の拡大

等による社会全体のデジタル化の更なる進展が見込まれる中で、あらゆる社会経

済活動を支える基盤かつ経済成長のけん引役としてその果たすべき役割が飛躍的

に高まっている。 

一方で、国外に目を向けると、ネットワーク機器及びサービスの国際市場におい

て、我が国のシェアは低く 2、情報通信産業のグローバルな競争力は回復していな

い状況にある 3。今後、国際競争力の強化に向けて、国際展開や研究開発を積極

的に推進することが重要になっているところ、時代に即した制度の見直しを不断に

行うことで、この環境変化に迅速かつ柔軟に対応する必要がある。 

このような状況の中、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する

法律の一部を改正する法律（令和２年法律第 30号）附則第５条では、施行後３年を

経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要が

あると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされていること

を踏まえ、2023 年８月に総務大臣から情報通信審議会に対し、同法の施行状況を

含め、「市場環境の変化に対応した通信政策の在り方」について諮問がされた。 

具体的な検討は、電気通信事業政策部会の下に通信政策特別委員会（以下

「委員会」という。）を設置して進めることとされ、特に、日本電信電話株式会社等に

関する法律（昭和 59年法律第 85号。以下「NTT法」という。）の在り方については、

通信政策の根幹に関わる問題であり関係者が多岐にわたるため、同法の在り方を

中心に、これまで委員会を 11 回開催し、９回にわたり事業者、団体、自治体等の関

係者ヒアリングを行いながら、検討を重ねてきたところである。 

 

  

                                         
1 日本の競争力は 1990 年に世界で１位だったところ、2023 年には過去最低の 35 位となった（出典：IMD

（1990,2023）「World Competitiveness Yearbook」）。 
2 マクロセル基地局市場（出荷額。2022 年）における日本企業のシェアは、2.3％である（出典：総務省（2023）「情

報通信に関する現状報告」）。 
3 情報通信産業の国際競争力は、2013 年に我が国は 20 位だったが、2023 年には 32 位に低下した（出典：

IMD(2017, 2023)「World Digital Competitiveness Rankings」）。 
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第２節 検討の方向性 

今回の検討では、「2030 年頃に目指すべき情報通信インフラの将来像」（第２章

第１節）を整理した上で、電気通信市場の環境変化（同章第２節）を踏まえて、その

実現のために検討すべき論点を整理したが、論点ごとに NTT 法の在り方を含めた

政策の方向性を検討する際には、以下の３つを確保することを基本とすることとした。 

１．通信政策として確保すべき事項 

（１）通信サービスが「全国に届く」（不採算地域を含むサービス提供） 

（２）「低廉で多様」なサービスが利用できる（事業者間の公正競争の確保） 

（３）「国際競争力」を確保する（国全体の基礎研究の推進） 

（４）「経済安全保障」を確保する（漏れのないセーフガード措置） 

２．NTT の経営面で確保すべき事項 

NTT は、日本電信電話公社（以下「電電公社」という。）から全国津々浦々の

線路敷設基盤を受け継ぎ、公共的な役割を果たすことが期待されることに鑑み、

上記１を確保する上で重要な役割が求められる一方、NTT が民間企業である

ことに鑑みれば、上記１の確保に支障のない範囲内で時代に即した自由な経

営を確保し、グローバルな競争環境等において効率的かつ機動的な対応を可

能とする必要がある。 

３．制度改正の際に確保すべき事項 

制度の廃止と新設を同時に行わないと制度的な空白を生み、国民・事業者

に不利益を与え得ることを踏まえて、「早期」の改正と「円滑」な改正の両立を

図る必要がある。 

第一次報告書では、委員会において上記検討の方向性に基づき、これまで検討

してきた事項のうち、情報通信産業の国際競争力の強化を進める上で、早期に結

論が得られたものとして速やかに実施すべき事項（第３章）を提言するものである。 

また、委員会等において、今後更に検討を深めていくべき事項については、別

添のとおり、整理を行った。 

 

  

3



第２章 情報通信産業を取り巻く諸課題 

第１節 2030 年頃に目指すべき情報通信インフラの将来像 

１．我が国の情報通信インフラの現状 

情報通信インフラは、我が国の国民生活・経済活動を支える基盤であり、我が

国の経済成長のけん引役としてその果たすべき役割が飛躍的に高まっている。 

総務省では、2023 年４月に「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」を改訂

し、安全で強靱な情報通信インフラの構築に向けた取組を一層強化することとし

ている。具体的には、①光ファイバの未整備地域の解消や公設光ファイバの民

設移行、②インフラシェアリングの一層の活用等による 5G や 4G の整備、③離島、

海上、山間部等の効率的なカバーや、非常時のネットワークの冗長性確保に有

用な非地上系ネットワーク（以下「NTN4」という。）の早期国内展開等 5の取組を一

層推進することとしている。 

居住世帯向け光ファイバは、2021 年度末時点で世帯カバー率 99.72%（未整備

世帯約 16 万世帯）に達し、2027 年度末までに世帯カバー率 99.9%の目標を掲げ

ている。また、固定ブロードバンドに占める光ファイバの割合は、韓国(88.8%）に次

いで世界第２位となっている 6。 

5G の展開の基礎ともなる 4G については、エリア外の居住人口が 2021 年度末

時点で約 0.6 万人 7まで減少した。5G については、人口カバー率が 2022 年度末

時点で 96.6％であり、2030 年度末には 5G 人口カバー率を 99％とすることを目

標としている。また、モバイルブロードバンドの普及率は、エストニア(204.1/100

人)に次いで世界第２位となっている 6。 

 

 

 

 

                                         
4 Non-Terrestrial Network 
5 その他、データセンターや海底ケーブル等の整備促進、次世代インフラ Beyond 5G に向けた研究開発・社会実

装の促進が盛り込まれている。 
6 出典：OECD(2022)「Broadband Portal」 
7 平成 27 年国勢調査人口を基礎とし、2021 年度末時点で自治体に対して実施したサービスエリア外地域の現状

調査の結果。 
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表 2-1-1 情報通信インフラ（地上系）の普及 

我が国における NTN の進展について、衛星通信については、衛星コンステレ

ーションによる通信サービスの提供が欧米企業を中心に活発化している。我が国

の事業者は、これらの企業との業務提携等によって国内でサービスを提供してお

り、2022 年 10 月に KDDI が、2023 年には NTT ドコモ、ソフトバンク等が、それぞ

れ SpaceX 社と提携して、一部の地域において法人向けサービスの提供を開始し、

ブロードバンドサービスのほか、携帯電話基地局のバックホールへの導入等が行

われている。また、専用のアンテナ・端末を必要とする従来の利用形態に加えて、

スマートフォン等から衛星に直接通信を行うサービスについても計画が進められ

ている。 

他方で、HAPS8による通信サービスは、現時点ではサービス開始に向けて無

線設備や機体の技術開発を進める段階にあり、2025 年度以降のサービス開始を

目指している。 

 

 

 

 

                                         
8 High Altitude Platform Station（高高度プラットフォーム）の略。高高度（高度 20km 程度の成層圏）の飛行機等に

携帯電話基地局等の機能を搭載して広範囲の通信エリアを構築するもの。 
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表 2-1-2 新たな通信（衛星コンステレーションの動向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-1 上空・宇宙における多層的な空間利用の拡大 

 

（出典）総務省(2023) 「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会」（第１回配付資料） 

（出典）総務省(2023) 「デジタルビジネス拡大に向けた電波政策懇談会」（第１回配付資料） 
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２．情報通信インフラの将来像 

各情報通信インフラの特性を踏まえると、2030 年頃には、各インフラが以下①

～③のように展開されることに加え、Beyond 5G（6G）の運用が開始され、各種情

報通信インフラの相互補完により、陸・海・空・宇宙をシームレスにつなぎ、通信カ

バレッジの拡張と先進的なソリューションの実装が進むことが考えられる。 

① 光ファイバが伝送の安定性から情報通信の主たる基盤となる。 

② 5G 等は光ファイバの基盤の上で展開が進められる。 

③ NTN は、専用の端末・アンテナを用いるブロードバンドサービスに加えて、

スマートフォン等からの直接の利用は、テキストベースのやりとりに次いで、

音声通話やデータ通信を可能とするサービスの提供も予定されており、地

上系ネットワークの補完的役割を果たすことが期待される。 

 

光ファイバ 
 安定的な伝送が可能。現時点で世帯カバー率が高い。 

 離島や山間部等における整備・維持は、コストが極めて高くなる。 

モバイル 

 現時点で 4G の人口カバー率は高く、5G についても今後更なる

展開が期待される。 

 一時的な利用者の集中等により、トラヒックが集中した場合、通信

速度が低下するほか、安定性を欠くことがある。基地局まで光ファ

イバで接続されるのが一般的である一方、離島や山間部等の整

備では衛星回線を活用する場合があるが、通信品質の制約が生

じる場合がある。 

 災害時に基地局が停波するリスクがある。 

NTN 

 離島、海上、山間部等の効率的なカバーや非常時等のネットワー

クの冗長性確保に有用。 

 衛星コンステレーションによる通信サービスについて、現時点で

は、専用のアンテナ・端末に係る導入コストや、利用者が増えた場

合の速度や安定性の観点で、光ファイバと比較して課題があると

考えられる。 

表 2-1-3 各情報通信インフラの特性 
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第２節 電気通信市場の環境変化 

1985 年の通信自由化以降、電話・メタル回線が中心であった電気通信市場にお

いては、IP 化・ブロードバンド化やモバイル化が進展し、現在は、固定ブロードバン

ドやモバイルが競争の中心となっている。一方、メタル回線など、電話時代の設備

は老朽化が進んでいる。 

近年では、仮想化・クラウド化が急速に進展しており、端末レイヤーやプラットフォ

ームレイヤーの巨大な事業者がネットワークレイヤーに進出しつつあり、ネットワーク

レイヤー内の構造変化にとどまらず、レイヤー横断的な形で電気通信市場の構造

変化が生じている。 

また、情報通信産業の国際競争は年々熾烈化しており、国際市場における我が

国企業の競争力強化に加え、経済安全保障の確保が一層重要になっている。 

例えば、NTT 持株においては、2030 年頃の実現を目指す IOWN 構想 9を通じて

世界に先駆けたオール光ネットワーク技術を確立し、新たな情報通信インフラを構

築することを提唱しており、グローバルにゲームチェンジを図ることで我が国の国際

競争力の向上に貢献することが期待されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
9 IOWN (Innovative Optical and Wireless Network)構想とは、革新的な技術によりこれまでのインフラの限界を超

え、あらゆる情報を基に個と全体との最適化を図り、多様性を受容できる豊かな社会を創るため、光を中心とした

革新的技術を活用した高速大容量通信、膨大な計算リソース等を提供可能な、端末を含むネットワーク・情報処

理基盤の構想のこと。2024 年の仕様確定、2030 年の実現をめざして、研究開発を始めている（出典：NTT R&D 

Website）。 
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図 2-2-1 電気通信市場の環境変化  
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第３節 我が国の情報通信産業の国際競争力強化について 

人口減少が進む我が国では、今後、国内市場が大幅に拡大することは期待しに

くい一方で、国際市場においては、大量のデータ処理を必要とする生成 AI の台頭

等に伴うAI・ロボット市場の拡大や、コロナ禍や温暖化等を契機としたDX10・GX11投

資の増加により情報通信インフラへの需要が急増している 12こと等を踏まえると、旺

盛な海外需要を取り込むことが、今後の経済成長の鍵になると考えられる。 

しかし、このために必要な情報通信産業の国際競争力について我が国は高いと

は言えない状況にあり、その順位は、10 年前（2013 年）の 20 位から、2023 年は 32

位に低下している 13。 

ネットワークレイヤーでは、我が国のネットワーク機器生産額は、2000 年の２兆

3,237 億円から 2022 年は 6,607 億円に減少し、マクロセル基地局市場（出荷額。

2022 年）では、Huawei（31.6%）、Ericsson（25.3%）、Nokia（17.5%）が上位３位を占め

るのに対し、日本企業は合計 2.3％を占めるに過ぎない状況にある 14。 

また、端末レイヤーでは、世界の情報端末の出荷額は増加傾向にあり、2022 年

には 92 兆 2,574 億円であるの対し、我が国の情報端末の生産額は減少傾向にあ

り、2005 年の 3 兆 7,126 億円から 2022 年は 9,567 億円に減少している 15,16。 

さらに、プラットフォームレイヤーでは、売上高（2021 年）で比較すると、Amazon

は約 51 兆 5,648 億円（2016 年比 3.5 倍）、Alibaba は 12 兆 2,080 億円（同年比 7.3

倍）と規模も大きく高い成長率となっているのに対し、日本企業は、楽天は 1 兆

6,818 億円（同年比 2.1 倍）、Z ホールディングス 17は１兆 5,674 億円（1.8 倍）など規

模・成長率ともに相対的に低い状況にある 15。 

このような中で、国内の通信事業者等が、上述したような旺盛な海外需要につい

て、ネットワークレイヤーや端末レイヤーだけでなく、プラットフォーム等の上位レイ

ヤーを含めて積極的に取り込むためには、国際競争力の強化が喫緊の課題である

ところ、その実現を図る鍵は、イノベーションの促進にあり、その源泉は、積極的な

研究開発とグローバルな視点を持った機動的な事業運営にあると考えられる。 

                                         
10 Digital Transformation 
11 Green Transformation 
12 国内の DX 投資は 2030 年には６兆 5,195 億円（2022 年の約 2.5 倍）になるとの予測（出典：富士通キメラ総研

(2022、2023)「『デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望』まとまる（プレスリリース）」）。 
13 脚注３参照。 
14 脚注２参照。 
15 出典：総務省（2023）「情報通信に関する現状報告」 
16 電子情報産業における日系企業のシェアは 2011 年に 19％だったが、2021 年には 10％に低下した（出典：

JEITA(2021)「電子情報産業の世界生産見通し」）。 
17 現在はＬＩＮＥヤフー株式会社。 
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研究開発については、次世代の情報通信インフラとなることが見込まれるBeyond 

5G(6G)や、デバイスの高度化、AI、セキュリティ等に係る先進的技術の開発を積極

的に進めることが必要であるが、GAFAM18等の海外大手事業者と比較して、国内

大手通信事業者の研究開発費は、金額及び対売上高比率の双方において大幅

に低い状況にある。また、グローバルな視点を持った機動的な事業運営に当たって

は、各国におけるニーズを的確に把握し、迅速に適応していくこと、国際的な市場

における企業間の連携を進めるために国境を越えた人材登用を進めることが必要

となるが、世界人材ランキングで日本は 43 位 19であり人材競争力も低い状況にあ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-1 国際市場における我が国のシェア 

  

                                         
18 Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft 
19 出典：IMD(2023)「World Talent Ranking」 

(出典) 総務省（2023）「情報通信に関する現状報告」 
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第３章 速やかに実施すべき事項 

第２章第３節のとおり、我が国の情報通信産業において国際競争力の強化が喫緊

の課題となっているところ、NTT法の在り方を含めた政策の方向性を検討するに当た

っては、NTT 法と NTT グループの国際競争力との関係を考慮する必要がある。 

NTT グループは、これまでも 1999 年の再編成以降に各社が大型の海外投資に

取り組んできているが 20、最近では、グローバル事業の強化を図るため、NTT データ

グループにグローバル事業を統合する組織再編を行うなど、旺盛な海外需要に対応

するための取組を進めているところである。 

NTT は、NTT 持株で研究開発を行う IOWN の技術・サービスの展開 21、世界第３

位のデータセンター基盤の更なる拡張、スマートシティをはじめとしたトータルソリュ

ーションサービスの展開等を中心に国際展開を積極的に進めていくと述べている。

特に、IOWN 構想による「ゲームチェンジ」が実現すれば、我が国の情報通信産業全

体が国際競争力を飛躍的に高める契機になると期待されることから、その実現に向

けた研究開発や機動的な事業運営等によるイノベーション促進を法制度面からも支

援することが重要となっている。 

このような状況を踏まえ、検討の方向性（第１章第２節）で整理した「通信政策とし

て確保すべき事項」のうち国際競争力の確保を図る観点から、NTT 法の関係規律に

ついて検討を行った結果、以下第１節・第２節では研究開発に関する責務、第３節で

は外国人役員規制について速やかに実施すべき事項を整理し、それを受けて、第４

節では、今後総務省において実施すべき事項を整理したものである。 

  

                                         
20 参考資料 40 頁参照。 
21 NTT グループでは、海外における IOWN のビジネス創出を進めるため、北米等に拠点を展開している。 
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第１節 研究の推進責務について 

１．現状と課題 

NTT法は、優れた研究開発能力や技術陣を有しているNTTに対して、技術発

展のけん引的役割を担わせるため、電気通信技術に関する研究の推進責務を

課しており 22,23、直ちに利潤に結びつきにくい基盤的研究を NTT 持株が一元的

に取り扱い 24、事業に密着した応用的研究を NTT 東西が担っている 25。 

NTT からは、「NTT は自らの競争力強化のためにこれからも研究開発を推進し

ていく考えであり、法律によって義務付けられるものではない」26との考えが表明さ

れた。この点について、一部の委員からは、基礎・基盤的研究が後退しないか懸

念が表明された。そのため、法律上の責務を課さないこととした場合に、NTT が

研究開発費を縮小させて基礎・基盤的研究の後退につながらないか、NTT の考

えを聴取した上で検討することとした。 

２．委員・事業者等からの意見 

【委員等からの主な意見】 

（NTT 持株と NTT 東西の役割） 

・ 「基盤的研究」は NTT 持株、「応用的研究」は NTT 東西という NTT 法の

区分けについて、この整理が妥当か再検討が必要。 

 

                                         
22 「会社及び地域会社は、それぞれその事業を営むに当たつては、（略）今後の社会経済の進展に果たすべき電

気通信の役割の重要性にかんがみ、電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の普及を通じて我が国の

電気通信の創意ある向上発展に寄与し、もつて公共の福祉の増進に資するよう努めなければならない。」（NTT

法第３条） 
23 なお、同規定については、NTT 法制定時には、会社の経営意思を尊重する趣旨であったと考えられる。（「これ

（NTT 法第３条の規定）は会社として一つの責務としての指針、あとは一つの会社の自主性で決めていただきた

いということで、こういう表現になっているわけでございます」「法的な強制力を持たせるということよりも、会社の経

営意思でこれに従ってもらうということの方が会社らしい付き方である、こういうふうに判断したわけでございます」

（第 101 回国会・衆・逓信 13〔1984.７.４〕小山政府委員答弁）） 
24 「サービスや商品に直ちに結びつかない基盤的研究（略）につきましては、多額の費用と多くの要員を要し、かつ

当面、競争による研究開発が期待できないわけでございますので、（略）持ち株会社に一元的に引き継がせること

といたしております」（第 140 国会・衆・逓信９〔1997.５.14〕谷政府委員答弁） 
25 「事業に密着しましたいわゆる応用的研究の分野につきましては、長距離会社、東西の各地域会社それぞれに

おいて自由に行うことによりまして、各社が競い合って研究開発を行い、それによって多様なサービスの実現に資

するということを期待する」（第 140 国会・衆・逓信９〔1997.５.14〕谷政府委員答弁） 
26 NTT への事後質問に対する回答（第５回委員会）において、NTT からは「例えば、量子コンピュータや高精度時

間計測技術等の技術について、国と共同研究または国からの受託研究を行ってきており、今後ともこれらの分野

に限らず様々な領域において、当社の技術や知見を活かして貢献していきたい」との意見があった。 
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（研究の推進責務の維持） 

・ 研究所を縮小して基礎研究ができず、応用研究にも進めない企業が多

数ある等の課題を踏まえ､研究の推進責務については、持続的な基礎・

基盤的研究の推進やイノベーション促進の観点から持続的に課していく

ことを検討すべき。 

【事業者等からの主な意見】 

（研究の推進責務の撤廃） 

・ 諸外国においては民間企業に研究の推進責務を課している例がない。

NTT は自らの競争力強化のためにこれからも研究開発を推進していく考

えであり、法律によって義務付けられるものではなく、推進責務自体を撤

廃すべき。 

・ NTT は、研究開発により新しい技術・サービスを生み出すことで、顧客や

社会の利便性等を向上するとともに、NTT の事業成長を達成し、更なる

成長に向けた新たな研究開発投資を行っていくという成長サイクルをめ

ざして、研究開発を実施してきており、推進責務の有無に関わらず、今

後も研究開発を推進していく。 

・ 仮に今後、NTT に推進責務があることを背景に、国等から研究テーマや

優先順位、研究費の額等について指定される等が生じた場合、成長サ

イクルを描けなくなる恐れがある。 

（NTT による研究開発等への期待） 

・ 国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「NICT」という。）と NTT が

相互に補完し、あるいは互いに切磋琢磨や共創することで、我が国が世

界と伍していくための研究力、競争力を強化することが必要。 

・ NTT に対しては、GAFAM とならぶ世界リーディング企業として、アカデミ

ア、スタートアップ等をつなぐイノベーションエコシステムの確立等で引き

続き大きな役割を果たしていくことを期待。 

３．取組の方向性 

NTT は、電電公社から優れた研究開発のノウハウや技術陣等を引き継いでお

り、これまで我が国の基礎・基盤的研究の中核を担ってきた。特に、NTT の基礎・
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（出典）2022 年度有価証券報告書等から総務省作成（単位：億円） 

基盤的研究は、国立研究開発法人である NICT と異なり、事業面でのニーズを取

り入れながら、基礎研究からサービス提供の基盤的研究まで一貫した研究開発

を行うことが可能であり、今後も NICT と相互に補完し共創することで、国の基礎・

基盤的研究の中核を担うことが期待される。また、我が国の情報通信関連企業の

研究開発費を比較しても、その額は突出しており、我が国における情報通信産業

の発展に NTT の基礎・基盤的研究が果たす役割は今後も重要である。 

 
 研究開発費 

NTT（連結） 2,528 

KDDI 264 

ソフトバンク 561 

楽天 142 

NEC 1,214 

富士通 1,095 

 

表 3-1-1 日本の情報通信関連企業の研究開発費（２０２２年度） 

このように重要な役割が期待されるNTTが効果的に研究開発を行うことが我が

国の国際競争力の強化を図る観点からも必要なところ、情報通信分野は技術革

新の進展が速く、GAFAM 等のグローバル企業を含め、多様な主体による研究開

発やその成果の市場投入が活発化・加速化している状況に鑑みると、事業面で

のニーズを踏まえながら、NTT が、自らの経営判断によりその内容（研究テーマ

の取捨選択や優先順位、リソース配分、開発期間等）を決定して、スピード感を持

って研究開発のサイクルを回していくことが最も効果的であると考えられる。 

この点、研究の推進責務を撤廃することによって、NTT の研究開発は、NTT が

自らの経営判断に基づきその内容を定めるべきである点を明確化することができ

る。 

したがって、NTT が効果的に研究開発を行うことで我が国の国際競争力の強

化を図る観点から、NTT 法の研究の推進責務は、撤廃することが適当である。 

ただし、研究の推進責務が撤廃された後、短期的利益を追求する株主の意見

等により、リスクの高い基礎・基盤的研究が後退しないかという懸念もあるが、この

点については、NTT から、今後も、更なる成長に向け、IOWN 等の研究開発の深

化・高度化を進めていくとともに、新たなイノベーション等を創出する基盤的技術

の研究開発に積極的に取り組んでいく考えであり、研究の推進責務の有無にか
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（出典）各社の有価証券報告書の数値を基に総務省作成 

かわらず、研究開発を継続的に推進していく考えとの表明があった 27ことも踏まえ、

総務省において、NTT の基礎・基盤的研究の取組状況について継続的に検証

していくことが適当である。その結果、我が国の情報通信産業の研究開発力の確

保に重大な支障が生じるおそれがあると認められる場合には、総務省において、

必要な対応の検討が求められる。 

また、国家戦略である情報通信技術の基礎・基盤的研究の重要性を踏まえる

と、NTT だけでなく産学官全体で促進していくことが必要であり、総務省において

は、国立研究開発法人である NICT の強化に加え、情報通信分野における事業

者、研究機関等に対する必要な委託研究等の予算支援の強化や研究開発投資

の促進策等について検討する必要がある 28。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-1 NTT の研究開発費の推移 

 

  

                                         
27 第 10 回委員会 
28 NTT の意見について脚注 26 参照。 
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第２節 研究成果の普及責務について 

１．現状と課題 

NTT 法は、電電公社から技術力を引き継いだ NTT がその研究成果を独占す

ることは適当ではないことや、いわゆるNTT仕様の特注設備などについての公正

な情報開示が必要であることから、広く我が国の電気通信の向上発展に資する

ため、NTT に研究成果の普及責務を課している 29。 

当該責務規定を受けて、NTT 再編成時の「日本電信電話株式会社の事業の

引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する基本方針」（平成９年 12 月 19 日郵

政省告示第 664 号。以下「基本方針」という。）では、NTT が行う研究の成果につ

いては、「公平な条件で（略）その普及に努めるもの」とされており 30、NTT は、こ

れに従い作成した「日本電信電話株式会社の事業の引継ぎ並びに権利及び義

務の承継に関する実施計画」（平成 11 年 5 月 21 日認可。以下「実施計画」とい

う。）に基づき、NTT が行う研究の成果について、例外はあるものの、原則として

いつでも適正な対価を前提として開示 31する運用を行っている。 

現在、NTT は、2030 年頃の IOWN 構想実現等を目指して研究開発を進めて

いるところ、経済安全保障上の課題 32と、国際競争力強化に向けた課題（独占的

な開示を求めるパートナーとの連携に向けた課題）があるため、研究成果の普及

責務については見直しが必要との意見を示している。 

さらに、委員会においても、委員や NTT 以外の事業者等から、研究成果の原

則開示は研究開発インセンティブに逆行するものであり、経済安全保障の確保、

国際競争力の強化の観点から時代にそぐわないものであるとの意見が表明され

た。 

  

                                         
29 脚注 22 参照。 
30 基本方針三（七）において、「持株会社が引き続き行う基盤的研究に係る研究成果については、持株会社が公

平な条件で積極的にその普及に努めるものとし、地域会社が引き継いで引き続き行う応用的研究に係る研究成

果については、各地域会社が公平な条件でその普及に努めるものとする。」とされている。 
31 実施計画では、研究成果の開示の例外について、「a.プライバシーやセキュリティの保護に関連する研究成果は

開示できないことがある。b.事業者の個別のサービス・商品を実現する個性化・商品化のための研究成果は開示

時期を個別に判断する。」とされている。 
32 国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する

行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確

保の推進に関する法律（令和４年法律第 43 号）が成立し、研究開発に用いられる情報が外部に流出すること等

によって国家及び国民の安全を損なう事態が生じるおそれがある先端的技術の研究開発の促進及びその成果

の適切な活用や特許出願の非公開に関する規定が設けられる（同法第 60 条から第 65 条まで）等、電気通信技

術の研究開発に当たっても経済安全保障の重要性が高まっている。 
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２．委員・事業者等からの意見 

【委員等からの主な意見】 

（研究成果の普及責務の運用見直し） 

・ 研究成果の普及責務について「開示ありき」としていることは、研究開発イ

ンセンティブに逆行するのではないか。 

（研究成果の普及責務の規定の見直し） 

・ 研究成果の普及責務については、運用の見直しにとどまらず、そもそも法

律から削除することも立法論としては有力だが、これを議論するには、責

務があることで具体的に支障があった事例を確認することが必要。 

・ 研究成果の普及責務について当面は運用見直しで対応するのかもしれ

ないが、NTTにおいて国際展開の足枷になっているとの認識であるため、

規制自体が本当に必要かどうかは考える必要がある。 

【事業者等からの主な意見】 

（研究成果の普及責務の運用見直し） 

・ IOWN 等をパートナーと展開していく上で、経済安保・国際競争力の課題

があるため、研究開発の推進・普及責務の見直しが必要。普及責務により

国際展開に影響が出ることを懸念。 

・ 共同研究に関するパートナーとの交渉の中で、NTT に課された普及責務

によって同業他社へ共同研究の成果を開示せざるを得なくなることから、

プロダクトの差異化が図れないこと等を理由に、交渉が不成立となった事

例がある。 

・ NTT の研究成果の普及責務が緩和されることで、グローバル企業が NTT

と新たに提携を結ぶきっかけとなる可能性がある。 

・ 安全保障の確保は我が国にとって極めて重要であり、NTT の指摘も踏ま

え研究開発の普及責務は見直す方向で良いと考えるが、様々な関係者

の見解を踏まえて検討されたい。 

・ 研究成果の開示・非開示は実際にはNTTが自主的に判断しており、秘密

保持契約（NDA）に基づく研究開発も行っているため、運用の見直しで対

応可能。 
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・ 国際競争力の強化や経済安全保障等の観点から、その普及責務を見直

すべき研究成果もある一方、電気通信市場の活性化に寄与するためのネ

ットワークの相互接続等に不可欠な技術をはじめとして広く普及を図るべ

き研究成果も存在するため、開示領域の定義や運用について、議論が必

要。 

・ NICT は、公的サービスに資するデータの公開、安全保障のための機密

保持、顧客/協業パートナーとの機密保持などにおいて、企業とは異なる

基準で開示・不開示の判断をしている。 

・ NICT は、NTT との共同研究等において、NTT 法による研究成果の普及

責務が障害になったことはないと認識。 

（研究成果の普及責務の規定の見直し） 

・ 研究成果の普及責務について運用によって対処する案が示されているが、

法律上の普及責務自体を撤廃すべき。 

・ 研究成果の普及責務は時代にそぐわない。NTT に限らない研究開発投

資の促進（税制支援の拡充等）が必要。 

・ NTT の潤沢な資産が NTT 仕様を前提とした研究に使われるインセンティ

ブが働くことにより、国内で行われる研究が NTT 仕様のものに偏り、ガラ

パゴス化したり、競争上の制約を受けたりする懸念がある。 

３．取組の方向性 

NTT の研究成果の普及責務は、原則開示とする運用が行われているところ、

当該運用は、国際競争力強化の観点からは海外のパートナーとの国際共同研究

に支障を生じさせる 33などの NTT からの主張があり、経済安全保障の観点からは

技術流出を招くなどの課題もあると考えられる。 

また、NTT 持株の研究成果の公開件数は、2000 年時点と比較して３分の１以

下に減少しており、研究成果の普及責務の必要性はこれまでよりも低下している

と考えられる。つまり、ネットワーク機器が電話時代のように NTT 仕様の特注設備

                                         
33 NTT への事後質問に対する回答（第５回委員会）において「共同研究に関するパートナーとの交渉の中で、当

社に課された開示義務によって同業他社へ共同研究の成果が開示せざるを得なくなることから、プロダクトの差

異化が図れないこと等を理由に、交渉が不成立になった事例」や「ベンダーとのパートナー交渉において、技術

の知的財産権の帰属先を協議した際、当社帰属分であっても成果を第三者へ開示しないことを強く要望され、

結果、交渉が不調に終わった事例」などがあることが示された。 
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ではなく、グローバルベンダーの開発・製造する汎用品が主流を占めていること

など、NTT の研究成果に基づいた製品だけでなく、市中技術を元にした製品も

多く用いられていること、競争の主戦場がネットワークから上位レイヤーに移行し

ていること等を踏まえると、NTT による研究成果の独占が、直ちに国内市場にお

ける公正競争上重大な弊害を生じさせる可能性は低下していると考えられる。 

このように、研究成果の普及責務について原則開示とする運用は、我が国の

国際競争力強化や経済安全保障の観点から見直す必要性があり、これを見直し

たとしても、国内市場の公正競争に重大な弊害が生じる可能性は低下しているた

め、委員会では、総務省に対し、当該運用の見直しに早急に取り組むことを求め、

総務省からは、委員会の第 11 回会合（令和５年 12 月 22 日）において運用見直

しの考え方が報告されたところである。 

これにより、研究成果の普及責務について原則開示とする運用は見直されるこ

とになるが、研究成果を効果的に普及するためには、研究成果の普及責務に基

づき国が一定の方法を定めるよりも、国際競争力の強化や経済安全保障等に留

意した上で NTT が自らの経営判断に基づき定めた方法により行う方が柔軟性が

高いこと、研究成果の普及責務は、NTT による運用次第では、萎縮効果を生じさ

せる懸念が示されていること等から、NTT 法の研究成果の普及責務は、撤廃する

ことが適当である。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2-1 NTT 持株の研究開発成果の公開状況 
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第３節 外国人役員規制について 

１．現状と課題 

NTT 法は、我が国を代表する基幹的電気通信事業者としての役割、特に我が

国の安全の確保に対する役割に鑑み、外国からの影響力に対する経営の自主

性を確保するため、外国人役員規制が設けられており、日本国籍を有しない人

は NTT 持株と NTT 東西の取締役又は監査役になることができない 34,35。 

情報通信分野の国際競争が激しくなる中、経営に関する重要事項の決定に当

たって、海外における事業運営等の識見を取り入れる必要性が高まり、国籍に関

係なく取締役及び監査役を登用することが求められる中、外国人役員規制によっ

て日本国籍を有しない人が取締役又は監査役に就けないことは、今後の国際展

開を進めていく上で支障になり得る。 

２．委員・事業者等からの意見 

【委員等からの主な意見】 

（外国人役員規制の緩和） 

 外国人役員規制について、グローバルな観点でのマネジメントを困難に

していることから、一定の制約を設けて規制緩和を行うことも検討すべき。 

 外国人投資家を背景とした外国人役員の存在は、一定割合までであれ

ば、取締役会の議論を活性化させ、ひいては会社経営の安定に資する。 

 外国人役員規制については、他の事業の例も参考にしつつ、緩和して

いくことが考えられる。 

（アクティビスト対策） 

 仮に役員規制を緩和しても、出資規制の維持・強化により、外資ファンド

のアクティビストが外国人役員の選任について圧力をかけてくるような事

態を防げるのではないか。 

 

                                         
34 「日本の国籍を有しない人は、会社及び地域会社の取締役又は監査役となることができない。」（NTT 法第 10

条第 1 項） 
35 NTT 持株又は NTT 東西が指名委員会等設置会社である場合、外国人は、取締役及び執行役となることができ

ない。（NTT 法第 18 条の２） 
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【事業者等からの主な意見】 

（外国人役員規制の緩和） 

・ NTT グループ従業員 34 万人中、15 万人が外国人である中で、外国人役

員の登用禁止により、グローバルかつ多様な視点でのマネジメントができ

ず、どんなに業績を上げても持株の役員に登用することはできないため、

モチベーション低下に繋がっている。 

・ 我が国の基盤である特別な資産を有するという性質上、日本のインフラ・

国民生活を守りきる意思を確実に有する「当事者意識」や「強い精神・志」

を持った人物により経営がなされるべき。また、判断する基準として、日本

に納税義務を有する役員が望ましい。 

３．取組の方向性 

NTT 法の外国人役員規制では、日本国籍を有しない人は、NTT 持株と NTT

東西の取締役又は監査役になることができない 36が、外国人役員を認めることは、

グローバルかつ多様な観点での経営を可能とし、国際展開の更なる強化につな

がるほか、一定割合までであれば、取締役会の議論を活性化させ、会社経営の

安定に資するなどの利点がある。また、外国人役員規制のある特殊会社で、外国

人役員が一切認められていないのは、NTT 持株と NTT 東西のみであることも踏

まえると、NTT 法の外国人役員規制は、緩和することが適当である。 

具体的には、取締役会の決議及び監査役会の決議において、外国からの影

響力に対して業務の自主性を確保するための最低限の規律として、航空法など

他法の規律を参考に、「代表者でないこと」と「役員の３分の１未満」に緩和する 37

ことが適当と考えられる。 

  

                                         
36 執行役員については外国人役員規制の対象外であるが、NTT 持株及び NTT 東西においては、執行役員につ

いても日本国籍を有しない人は就任していない。 
37 会社法では、取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半

数をもって行うこととされ（同法第 369 条第１項）、また、監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行うこととさ

れている（同法第 393 条第１項）ところ、同法における取締役及び監査役の規定上、取締役会において一定数

の取締役が取締役会を欠席することが想定されており、また、特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わ

ることができないこととされている（同法第 369 条第２項）ことから、２分の１を超えない範囲まで外国人の割合を

認めてしまうと、外国からの影響力に対して業務の執行等の自主性を確保できないおそれがある。他方で、定足

数（２分の１）及び決議（２分の１）の下限である４分の１を超えない範囲までしか外国人を認めないこととすると、

必要な識見を有する人材を十分に選任できなくなるおそれもある。 
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第４節 今後総務省において実施すべき事項 

１．法制化等に向けた具体的作業の実施 

変化の激しい情報通信市場において、我が国の情報通信産業の国際競争力

強化を図るためには、時代に即した制度の見直しを迅速に行うことが必要である

ため、総務省においては、早期に結論が得られた下記事項について必要な制度

整備を速やかに行うことが適当である。 

①  研究の推進責務及び研究成果の普及責務の見直し 

NTT 法の研究の推進責務及び研究成果の普及責務は撤廃する。 

②  外国人役員規制の見直し 

NTT 法の外国人役員規制は緩和※１する。 

※１ 「代表者でないこと」と「役員の３分の１未満」に緩和することが適当と考えられる。 

なお、その他早急に見直すべき事項※２があれば、必要な措置を速やかに講ず

ることが適当である。 

※２ 委員からは、NTT の社名変更や NTT 持株の剰余金処分の認可などを対象に

検討することについて、意見があった。 

２．今後の検討に当たって留意すべき事項 

委員会では、今後、上記以外の事項（別添参照）について、今後更に検討を

深めていくべき事項として、関係制度の検討を深めることになるが、総務省にお

いては、当該検討の結果等を踏まえつつ、制度の廃止と新設を同時に行わない

と制度的な空白を生み、国民・事業者に不利益を与え得ること等に鑑み、まずは

時代に即した必要な規律の在り方を先行して検討を進め、その上で必要な規律

を適切かつ確実に担保するための法形式について検討を行うことが求められる。 

  

23



（別添） 今後更に検討を深めていくべき事項 

今回、通信政策特別委員会では、第一次報告書第３章において、速やかに実施

すべき事項を提言したところであるが、当該事項以外の論点は、多岐にわたり、国

民・利用者や電気通信事業者等に重大な影響が生じ得るものであるため、これらに

ついても、第１章第２節で整理した検討の基本的方向性に基づき、引き続き関係者

の意見を幅広く聴きながら議論を深めることとする。 
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論点１ ユニバーサルサービスの基本的考え方 

１．現状と課題 

① ユニバーサルサービスは、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国におけ

る提供が確保されるべき電気通信役務（電気通信事業法第 7条）であり、従来、①

不可欠性（国民生活に不可欠であること）、②低廉性（誰もが利用可能な低廉な

料金で提供されること）、③利用可能性（全国どこでも利用可能であること）が基本

的３要件とされてきた。 

② 電話のユニバーサルサービスについては、NTT 法で NTT 持株・東西に電話のあ

まねく提供の責務を課している。また、電気通信事業法でメタル固定電話を中心

とした具体的な対象サービスを定め、不採算地域の維持費用の一部を支援する

交付金制度が設けられており、2006 年度以降交付金制度が運用され、NTT 東西

に交付金が交付されている 38。 

③ 他方、ブロードバンドのユニバーサルサービスについては、2022 年の電気通信事

業法改正により、不採算地域の維持費用の一部を支援する交付金制度が創設さ

れたが、あまねく提供の責務が課されていないため、未整備地域の解消が進まな

い、既に整備された地域から撤退すること等が懸念され、ユニバーサルサービス

の適切、公平かつ安定的な提供に支障が生じるおそれがある。 

④ メタル固定電話は、1997 年の約 6,300 万契約をピークに減少傾向にあり、現在、

約1,500万契約。他方、IP電話を含めると、固定電話は、約6,000万契約の水準。

また、固定ブロードバンドは、約 4,500 万契約に達している。 

⑤ NTT からは、老朽化しコスト効率が悪化するメタル設備は、2035 年頃を目途に縮

退せざるを得ない旨が表明。 

２．論点 

【論点 1-1】 ユニバーサルサービスに位置付ける役務 

 ユニバーサルサービスに位置付ける役務は、従来どおり、基本的３要件（①不可

欠性、②低廉性、③利用可能性）に照らして検討していくことが適当ではないか。

この際、「不可欠性」ではこれを満たすために必要な役務の品質、「低廉性」では

利用者料金の水準、「利用可能性」では役務の普及状況を特に勘案することが求

められるのではないか。 

                                         
38 令和５年度の補填額は 67 億円（令和 4 年度の赤字額 588 億円）。 
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 現在のユニバーサルサービスは、無線も一部（電話：不採算地域でのワイヤレス

固定電話、ブロードバンド：ワイヤレス固定ブロードバンド（専用型 39））あるが、有

線（電話：メタル固定電話、ブロードバンド：FTTH・HFC）が中心であるところ、検

討に当たっては、技術中立性や、不採算地域での設備の整備・維持の効率性等

も考慮し、無線サービスの更なる活用を検討すべきでないか。 

 この際、検討対象の無線サービスは、ワイヤレス固定サービス（専用型）、ワイヤレ

ス固定サービス（共用型）、モバイルサービス、HAPS による通信サービス、衛星コ

ンステレーションによる衛星通信サービスが考えられるが、どうか。 

（参考）【論点 1-1】に関連する主な意見 

【事業者等からの主な意見】 

（メタル回線の縮退） 

 モバイルや通話アプリの普及拡大に伴い、NTT 東西のメタル設備を用いた固定

電話（加入電話・ISDN 等）の利用は大幅に低下し、数年後には 1,000 万契約を下

回る見込みであり、赤字は拡大している。NTT 東西としては、老朽化しコスト効率

が悪化するメタル設備は縮退せざるを得ない（2035 年頃を想定）。 

（ユニバーサルサービスに位置付ける役務の考え方） 

 ユニバーサルサービスの在り方を議論するに当たっては、利用環境の変化や技

術の進展を踏まえ、何が国民に不可欠なサービスであるかを改めて検討すること

が必要。 

 ユニバーサルサービスとするブロードバンドサービスの通信性能の最低要件を具

体的な想定用途から明確にし、それを実現する通信形態を提供地域に合わせて、

最も効率的なコストになるよう選択できる仕組みが望ましい。 

（ユニバーサルサービスに位置付ける具体的な役務） 

 今後とも NTT 東西の固定電話をユニバーサルサービスとして継続させるべきかに

ついて議論が必要。 

 モバイルについて、普及台数やサービス利用の自由度に加えて、将来的な遠隔

操作等のサービス提供可能性、空白地帯の整備費用などの要素を考慮すると、

ユニバーサルサービスの対象はモバイルに変更することが将来的に望ましい。 

                                         
39 固定通信サービス向けに専用の無線回線（地域 BWA やローカル 5G）を用いて提供する固定ブロードバンド。 
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 電話及び固定ブロードバンドサービスをユニバーサルサービスとすべき。 

 情報通信インフラは、固定回線のみならず、NTN を含むモバイルなど、時代に応

じたものとすることが必要。 

【論点 1-2】 ユニバーサルサービス責務 

 通信のユニバーサルサービス責務は、IP化やブロードバンド化等の進展に対応し、

固定電話中心から、ブロードバンドを軸に、無線も活用した制度に見直すべきで

はないか。 

 この際、ユニバーサルサービス責務については、以下の二種類があるところ、ユニ

バーサルサービスに位置付ける役務の提供状況等を踏まえつつ、安定性と効率

性のバランスを取りながら日本全国におけるあまねく提供を確保するため、いずれ

が適切かについて検討することが必要ではないか。 

 あまねく提供責務：他事業者の提供地域でも、サービスの提供責務を負う。

(＝現在の NTT 法上の電話の責務） 

 最終保障提供責務（ラストリゾート責務）：提供事業者がいない地域に限りサ

ービスの提供責務を負う。(＝他事業者の提供地域では責務は負わない) 

 ユニバーサルサービス責務を見直す場合、国民の不安や不利益につながらない

ように、固定電話の責務の見直しとブロードバンドの責務の新設を一体的に進め

て制度的な空白が生じないようにする必要があるのではないか。 

 メタル固定電話は、未だ約 1,500 万契約存在すること、また、固定ブロードバンド

は、約 4,500 万契約に達しているものの、未整備地域が存在し直ちにその解消が

図られないこと等を考慮すると、責務の見直しと新設を一体的に進める場合にお

いて、制度的空白が生じないようにするためには、どのように進めることが具体的

に考えられるか。 

（参考）【論点 1-2】に関連する主な意見 

【委員等からの主な意見】 

（IP 化・ブロードバンド化を踏まえた制度見直し） 

 ユニバーサルサービスの責務について、電話からブロードバンドへ時代に即した

見直しが必要。 
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（制度的空白の発生の回避） 

 規律の廃止と新設を一体的に進め、責務の制度的な継続を担保することに留意

されたい。 

【事業者等からの主な意見】 

（IP 化・ブロードバンド化を踏まえた制度見直し） 

 メタル設備の縮退にあたっては、モバイルや光回線電話やワイヤレス固定電話等

の提供エリアを拡大することによって、全国に代替サービスを提供することが考え

られ、その実現に向けては、全国で提供可能となるよう制度等の見直しも必要に

なる。 

 FTTH が個宅まで担保されれば光 IP 電話により電話役務の提供が可能であり固

定電話の需要にも応えられること、未来永劫メタル回線を維持することは非現実

的であることから、徐々に光ファイバに制度の軸足を移すべき。 

論点２ 電話のユニバーサルサービス 

１．現状と課題 

① 電話のユニバーサルサービスは、電気通信事業法において、当初は、「㋐メタル

固定電話、公衆電話、緊急通報」であったが、その後、メタル回線の老朽化の進

展等を踏まえ、「㋑メタル固定電話相当の光 IP 電話（光回線電話）やワイヤレス固

定電話（携帯電話網を利用した固定電話）」がメタル固定電話の代替として利用

可能となった。 

② また、公衆電話については、利用が大幅に減少している状況を踏まえつつ、社会

生活上の安全及び戸外における最低限の通信手段を引き続き確保する観点から、

設置基準が緩和されるとともに、「㋒災害時用の特設公衆電話」がユニバーサル

サービスに追加された。 

③ 交付金制度による支援については、㋐40は対象だが、追加された㋑41・㋒42は対象

外となっている。 

④ NTT 東西は、役務の安定的提供等を確保する観点から自己設備による役務提供

                                         
40 脚注 38 参照。 
41 ワイヤレス固定電話については、省令改正により令和６年１月１日以降、交付金制度の支援対象。 
42 特設公衆電話については、通話料部分が交付金制度の支援対象外。 
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が原則とされているため、NTT 東西が（他者設備である）モバイル網を利用して提

供するワイヤレス固定電話（共用型）については、不採算地域等に限定して認め

られている。 

⑤ 料金については、NTT 東西のメタル固定電話、公衆電話には、プライスキャップ

規制（一定の基準で定めた上限価格を上回る料金設定は認可制）が課されており、

これまで当該規制が実質的に電話のユニバーサルサービスの料金の低廉性確保

の役割を果たしてきた。 

⑥ このような中、NTT から、老朽化しコスト効率が悪化するメタル設備は、2035 年頃

を目途に縮退せざるを得ない旨が表明。 

２．論点 

【論点 2-1】 ユニバーサルサービスに位置付ける役務（公衆電話を除く） 

 現在、電話とブロードバンドがユニバーサルサービスとなっているが、メタル固定

電話の契約数が減少し、2035 年を目途としたメタル回線の段階的縮退に関する

考えが表明される中で、基本的３要件（①不可欠性、②低廉性、③利用可能性）

に照らして、ユニバーサルサービスに位置付ける役務（光 IP 電話や無線サービス

等）の扱いを含めて、電話のユニバーサルサービスの在り方について、どのように

考えるか。 

 また、ブロードバンドのユニバーサルサービスが確保されれば、電話はその付加

サービスとしてあまねく利用可能となるため、電話単体をユニバーサルサービスと

する必要性は低下するが、以下の「低廉性」要件との関係も含め、どう考えるか。 

 従来から、NTT東西のメタル固定電話の基本料（NTT東日本：1,700円・住宅

用３級局）が「低廉性」の基準とされ、この料金水準で利用できるメタル固定電

話は未だ約 1,500 万契約存在している。 

 約 4,500 万契約ある IP 電話は、ブロードバンドのオプションサービスであり、

電話単体では低廉（NTT 東日本・ひかり電話 500 円）であるが、加えてブロー

ドバンド料金（NTT 東日本：戸建て 5,200 円）が必要となるため、「低廉性」の

要件を満たさないとされている。 
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（参考）【論点 2-1】に関連する主な意見 

【委員等からの主な意見】 

（ユニバーサルサービスに位置付ける具体的な電話の役務） 

 固定電話をユニバとすること自体を切り捨てるのは乱暴。電話について、不採算

地域以外もメタル固定電話以外の技術による提供を検討してもよい。 

【事業者等からの主な意見】 

（ユニバーサルサービスに位置付ける具体的な電話の役務） 

 メタルの固定電話を将来にわたって継続することは現実的でない。NTT 東西の固

定電話をユニバーサルサービスとして継続させるべきか議論が必要であり、仮に

電話サービス等を引き続き対象とする場合は、光を全世帯に敷設するよりも、国民

に広く普及しているモバイルによる効率的かつ利便性の高い仕組みをめざすべき。 

 IP 電話も含めた固定電話（約６千万世帯）に一定のニーズがあることにも留意。 

 生活に不可欠なユニバーサルサービスとして維持すべき電話の対象は、ＩＰ電話

及びワイヤレス固定電話。 

 固定電話の減少と携帯電話の普及を踏まえ、電話のユニバーサルサービスとして

は公衆電話の他、携帯電話の音声通信、緊急通報とすることが適当。 

 携帯電話をユニバーサルサービスとすることは現時点では適切ではない。 

【論点 2-2】 公衆電話の扱い 

 公衆電話は、社会生活上の安全及び戸外における最低限の通信手段を確保す

る観点から、電話のユニバーサルサービスに位置付けられているが、以下の点を

踏まえ、今後の位置付けについてどのように考えるか。 

 公衆電話の提供に用いられるメタル回線はコスト効率が悪化し、携帯電話も

普及している状況にあり、国民負担の観点からは、コストミニマムな方法が求

められること 

 携帯電話には、災害時の基地局停波のリスク、非常時のバッテリーの問題、

未保有者が一定数存在などの課題があること 

 公衆電話を光サービスで提供可能とするための追加コスト（バッテリー設置や

課金機能の開発・実装等）が必要となること 
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審議経過 

会議 回数 日付 主な検討事項 

情報通信 
審議会 

第 49 回 
令和５年 
８月 28 日 

・ 「市場環境の変化に対応した通信政策の在り方」につ
いて（諮問） 【令和５年８月 28 日付け 諮問第 28 号】 

電気通信事業 

政策部会 
第 67 回 ８月 29 日 

・ 「市場環境の変化に対応した通信政策の在り方」につ

いて 
・ 通信政策特別委員会の設置について 

通信政策 
特別委員会 

第１回 ９月７日 

・ 「市場環境の変化に対応した通信政策の在り方」につ
いて 

・ 委員・有識者プレゼン（林 秀弥専門委員）（テーマ：
NTT 法の在り方） 

第２回 ９月 12 日 
・ 関係者ヒアリング①（日本電信電話(株)、KDDI(株)、ソ
フトバンク(株)、楽天モバイル(株)） 

第３回 ９月 21 日 
・ 関係者ヒアリング②（全国知事会、全国市長会、全国
離島振興協議会、愛知県） 

第４回 ９月 25 日 

・ 関係者ヒアリング③（全国町村会、高知県、長崎県、

稚内市） 
・ ユニバーサルサービスの責務と交付金制度 
・ 外資等規制 

第５回 10 月４日 

・ 提案募集の結果 
・ 関係者ヒアリング④（JCOM(株)、(一社)ケーブルテレビ
連盟） 

・ 委員・有識者プレゼン（渡井 理佳子専門委員、田島 正広

弁護士・西川 文彬弁護士）（テーマ：外資等規制） 
・ 外資等規制 

第６回 10 月 13 日 
・ 関係者ヒアリング⑤（(株)オプテージ、(株)STNet、在日
米国商工会議所） 

第７回 10 月 19 日 
・ 関係者ヒアリング⑥（(一社)テレコムサービス協会、(一
社)日本インターネットプロバイダー協会、(一社)全国消
費者団体連絡会） 

第８回 10 月 25 日 
・ 関係者ヒアリング⑦（(株)JTOWER、JICT((株)海外通
信・放送・郵便事業支援機構)、NICT((国研)情報通信
研究機構)） 

第９回 11 月６日 

・ 関係者ヒアリング⑧（(一社)新経済連盟、アマゾン ウェ

ブ サービス ジャパン(合)、クアルコムジャパン(合)） 
・ 財務省プレゼン（テーマ：外為法） 
・ 外為法について 

第 10 回 12 月 13 日 
・ 論点整理（案） 
・ 関係者ヒアリング⑨（日本電信電話(株)、KDDI(株)、ソ
フトバンク(株)、楽天モバイル(株)） 

第 11 回 12 月 22 日 ・ 第一次報告書（案） 
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